
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

松

村

二

郎

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
八
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中
「
参
与
」
を
「
政
策
参
与

参
与
」
に
、
「
生
活
・
産
業
技
術
研
究
部

長
」
を
「
産
業
技
術
研
究
部
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
文
化
会
館
の
項
中
「
副
館
長

次
長
」
を
「
副
館
長
」
に
改
め
、
同
表
橿
原
文
化
会
館
の

項
中
「
次
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
表
美
術
館
の
項
中
「
副
館
長

館
長
代
理
」
を
「
副
館

長
」
に
改
め
、
同
表
民
俗
博
物
館
の
項
中
「
次
長

総
務
課
長
」
を
「
総
務
学
芸
課
長
」
に
改
め
、
同

表
図
書
情
報
館
の
項
中
「
副
館
長

司
書
監
」
を
「
副
館
長
」
に
改
め
、
同
表
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

フ
ォ
レ
ス
タ
ー

校
長

総
務
企
画
課
長

ア
カ
デ
ミ
ー

別
表
第
二
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
校
長

副
校
長
」

を
「
校
長
」
に
改
め
、
同
表
産
業
会
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

し
ご
と
ｉ
セ
ン

所
長

タ
ー

別
表
第
二
外
国
人
観
光
客
交
流
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

奈
良
ま
ほ
ろ
ば

館
長

情
報
発
信
課
長

館
別
表
第
二
奈
良
春
日
野
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



北
部
農
業
振
興

所
長

次
長

総
務
企
画
課
長

事
務
所

別
表
第
二
土
木
事
務
所
（
宇
陀
土
木
事
務
所
を
除
く
。
）
の
項
中
「
（
宇
陀
土
木
事
務
所
を
除
く
。

）
」
を
削
り
、
同
項
中
「
庶
務
課
長
」
を
「
庶
務
工
事
課
長
」
に
改
め
、
同
表
宇
陀
土
木
事
務
所
の
項

を
削
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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